










１　評価対象施設

２　利用状況（目標と実績）

ａ

３　指定管理業務にかかる収支状況

Ａ

Ｃ
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Ｅ
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補足説明

・支出欄「Ｄ・Ｅ」は代表的な内訳を取り上げているため合計額とはならない。
・事業費は、該当年度及び過年度決算を記入する。また、右欄には、次年度予算を記載する。

46%

42%

Ｃ/Ａ

Ｄ/Ｂ

Ｅ/Ｂ

施設設置目的

主な実施事業

地域において住民の活動拠点を提供し、にぎわいの創出を支援するため

赤穂市立まちづくり会館運営・管理
　会館利用について管理・事務手続き
　役員会の開催

1,741,860

14%

45%

43%

14%

事業収入

利用料比率

人件費率

再委託費比率

Ａ-Ｂ

4,111

3,795,971 3,856,000

527,160 521,000内、再委託料

支出計

事業費

内、人件費 1,645,0001,595,110

3,795,971 3,856,000

3,856,000

2,050,000

平成３２年度予算

収入計

利用料収入

その他

平成３０年度決算 平成３１年度予算区　　　　分

3,795,971

2,050,000

1,750,000

指定管理料

32,800 32,80032,800 27,929

公の施設の名称

所在地

指定管理者
団体名

平成３０年度　指定管理者管理運営事業評価シート

赤穂市立加里屋まちづくり会館

赤穂市加里屋2188番地18

指定期間

評価実施年

開始日

終了日

平成３０年　４月　１日

平成３３年　３月３１日

選定方法

所在地

指定期間　３年のうち　１年目

加里屋まちづくり会館運営委員会

赤穂市加里屋2188番地18

公　 募　・　非公募

単位成果指標

利用者数

H３２実績目標H３１実績目標H３０実績目標

人



４　事業評価

B

B

情報公開
情報公開に関する法令や条例に準拠した運用がなされている。 B B

協定書等に従い、情報を適切に管理し、公表している。 B B

評価区分 評価項目 自己評価 所管評価

B

第三者への委託
外部委託の内容は、事前に市の承認を受けており適切である。 B B

外部委託業者に対して協定書等を遵守している。 B B

①
サ
ー

ビ
ス
の
履
行

人員体制

事業計画に即し、人員を過不足なく配置している。 B B

必要な資格、経験を有する人員が確保されている。 B B

事業計画に即し、計画的に研修等を実施している。

法令遵守等 法令、条例等に基づき、必要な点検、報告等を行っている。 B B

個人情報保護
個人情報保護に関する法令を遵守している。 B B

個人情報の漏洩、滅失等の事故防止対策を講じている。 B

連絡調整
協定書等に従い、各種報告書を市に提出している。 B B

市、関係団体等との連絡調整を適切に行い、情報の共有が図れている。 B B

管理記録
業務日誌等を適切に整備、保管している。 B B

点検、修繕等の履歴が適切に記録、保管されている。 B B

財務状況 指定管理者の財務状況は、業務の継続が可能な状態である。 B B

総　括 ①サービスの履行に関する評価 B B

緊急対応

事故、災害等の緊急時の連絡体制が整備されている。 B B

緊急時のマニュアルが整備され、定期的に訓練を行っている。 B B

緊急時又は危険予測時、直ちに措置を講じ、市に報告を行っている。 B B

B B

利用者に対して設備、備品等を適切に提供している。 B B

言葉使い、態度、服装等接遇が適切である。 B B

②
サ
ー

ビ
ス
の
質

施設管理
協定書等に従い、開館日、閉館時間等を遵守している。 B B

事故防止及び安全確保のために必要な対策を講じている。 B B

利用者対応

利用許可、利用料金の徴収、減免、還付等の受付業務を適切に行っている。

事業運営

事業計画に即し、必須事業を実施している。 B B

施設の目的に沿った自主事業を実施している。 B B

事業内容がサービス水準の向上に寄与している。 B B

環境配慮 省エネルギー、省資源等環境への配慮がなされている。 B B

広報活動 事業の開催案内、ホームページの管理等を適切に行っている。

協定書等に従い、適切に修繕を行っている。 B B

B B

維持管理

仕様書等に従い、維持管理を適切に行っている。 B B

仕様書等に従い、設備の保守管理を行っている。 B B

備品台帳に基づき、備品を適切に管理している。 B B

事業評価
利用者アンケート調査を実施し、その結果を利用者等に公表している。 - -

利用者の利便性向上を図るため、自己評価を実施し、利用者等に公表している。 - -

要望、苦情等に対して迅速かつ適切に対応している。 B B

要望、苦情等を整理し、遅延なく市に報告している。 B B
苦情等対応

提案事項 指定管理者の提案事項については、市と協議し、提案のとおり実施している。 B B

③
安
定
性

経理事務 専用の口座等を備え適切に経理事務を行っている。 B B

予算執行

総　括 ②サービスの質に関する評価 B B

利用状況 利用者数、稼働率等は、目標に対し妥当な水準である。 B B

収支状況 収支予算書と比較して、収支状況は妥当である。 B B

総　括 ③安定性に関する評価 B B

収支予算書の範囲内で適正に予算を執行している。 B B

経費縮減 経費が縮減され、又は縮減に向けた努力を行っている。 B B



※評価基準
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【所管評価】

・利用団体も増えつつあり、色々な方面の方々に利用していただいている。市外の利用団体も増え
ています。
・利用者の方々に気持ちよく、安全に使用していただくための努力に努めています。そのための利
用者の方とのコミュニケーションも図っています。要望、質問等があれば運営委員会、産業観光課
と連絡をとり、答えられるようにしています。

要改善

優良、要改善以外の評価

評価項目の評価の内、Cが１割以上含まれる。

自己評価、所管評価の「総括」にCが含まれず、かつAが過半数以上ある。

優良、要改善以外の評価

自己評価、所管評価の「総括」にCが２つ以上含まれる。

良好

総合評価

良好

要改善

優良

総合評価 B

自己評価・所管評価 協定書、仕様書、事業計画書等を遵守し、要求水準より優れている。

協定書等を遵守し、要求水準を概ね満たしている。

協定書等に定める要求水準を下まわっており、改善が必要と認められる。

評価項目の評価が全てB以上であり、かつAが過半数である。

優良

良好

要改善

優良総　　　　括

―前年評価

・今後もまちづくり会館の利用者の増加及び利用料の増収を図るために、会館の周知をはかって
利用を推進していく必要がある。
・地域団体と連携し地域に密着した運営が行われている。
・指定管理業務における月々の実施状況から、指定管理者による適切な施設の管理運営及び利
用促進等が図られていると評価する。また、施設の修繕を適切に実施し、施設の良好な維持管理
にも努めている。また、自主事業として、施設の設置目的に沿った地域活性化イベントなどを開催
しており、まちのにぎわいづくりに努めている。

【自己評価】

所見
（成果、課題等）


